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１ 計画の名称と期間 

 

 計画名称   

『第４次高松市行財政改革計画』 

 副題：地方分権時代の自立的で健全な公共経営をめざして 

 

  計画期間 

   平成１９年度から２１年度までの３年間 

 

 

 

２ 計画の目標 

  第４次計画の目標を次のように定めます。 

 

  全体目標 

ア 戦略的取組 

一般会計の財政健全化 

 

イ 戦略的目標 

① 計画期間内に見込まれる一般会計財源不足額
※

の２分の１程度を、 

この計画に掲げる実施項目により解消します。 

 

目標効果額 ７０億円
※

 

 
※一般会計財源不足額 

計画３年間における一般会計(一般財源)の財源不足は約１４０億円が
見込まれています(再掲)。 

※目標効果額 
「部局ごとの効果額目標等（ｐ13）」に示す効果額合計をもとに、目標値

７０億円を設定します。 
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② なお、残る７０億円については、日常的な経費節減等を積極的に取り組むほ

か、今後の事業計画・予算の査定および競争入札の適正な執行などにより対処

し、財源不足１４０億円の解消をめざします。 

 

ウ 財政健全化の目標値   

平成１７年度決算値 

高松市 中核市平均 全国平均 

財政指標 

目標値 
 

指標の説明と選定理由 

８８．９％ ８７．０％ ９０．２％ ①経常収支比率 

 

８５．０ ％ 
 

〔説明〕毎年度の経常的な収入を毎年度必要となる経常

的・義務的な経費に使っている割合。この率が低いほど

財政運営に余裕があり、新規事業を実施することができ

る。 

〔理由〕全国統一の指標で類似都市と比較ができる。改革

の効果額を反映しやすい指標である。 

１６．３％ １４．０％ １４．８％ ②実質公債費比率 

 

１４．０ ％ 
 

〔説明〕毎年度の経常的な収入を実質的な借入金支払(公債

費や公営企業繰出金など)に充てている割合 

〔理由〕全国統一の指標で類似都市と比較ができる。借入

金(市債)の発行に係る基準指標であり、18.0%以上になる

と借入に当たり国の許可が必要となる。 

 平成１８年度末現在高 

高松市 １，５２８億円（見込） ③市債残高 

 

１，３００億円 
 

〔説明〕市の一般会計に係る借入金の残高 

〔理由〕一般家庭のローン残高に相当するもので、市民か

ら見てわかりやすい。 

プライマリーバランス
※

との関係では、市債残高増は「悪

化」を、残高減は「好転」を示す。 

高松市   ９２億円 
④財政調整基金

※

残高 

 

平成１９年度末

残高見込を維持

する  

〔説明〕財源対策や調整に活用する主たる積立金の残 

 高 

〔理由〕一般家庭の預貯金に相当するもので、市民から見

てわかりやすい。 

行財政改革の取組などにより、平成１９年度末残高見

込額(約７０億円)を設定 

※プライマリーバランス 
一般会計において、市債発行などの借入を除く「歳入」から、過去に発

行した市債など借金の元利払い費を除いた「歳出」を差引いた基礎的な
財政収支のことです。この差引額が赤字の場合、住民福祉などの経常的
な行政サービスが税収中心の歳入で賄えないことを意味し、新たに借金を
して将来にツケを回すことになります。 
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※財政調整基金 
この基金のほかに、特定目的の財源対策のために減債基金、生活環

境施設整備基金、建設事業基金があり、４基金合計の平成１８年度末残高
は、約１３４億円です。 

 

エ 職員数の適正化計画の目標値 

  計画期間における正規職員数の適正化に係る目標を次のとおりとします。 

  適正化人員(市全体) 

計画人員数 削減率 

▲ ３０５
※

人 ▲ ７
 

．４％ 

※ この人数は、平成１９年度から２１年度までの３ヵ年の目標です。 
① 別途、平成１９年度から２３年度までの「高松市職員数の適正化計画」を策定しています。

この５ヵ年計画では、▲431 人(▲１０．４％)の目標を設定しており、そのうちの３ヵ年分をこ
こに掲載しています。「高松市職員数の適正化計画（ｐ160）」参照 

② 年度別内訳                               （単位：人） 

区 分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

職員数 ４，０３４ ３，９４8 ３，８２０ 

増減(前年度比較) ▲ ９１ ▲ ８6 ▲１２8 

累 計 ▲ ９１ ▲１７7 ▲３０５ 

 
 

 効果額 

効果額目標 内 訳(千円) 

一般会計分
※

 
２，９１４，９２５ 

《イ①の 70 億円に含みます。》 

企業会計分 ５２８，４９４ 
約３４億円 

(累積
※

) 

計 ３，４４３，４１９ 

※ 効果額は３ヵ年の累積額であり、平均給与等を用いた推計値です。なお、「累積」 
の考え方は下記の表を参照してください。 

※ 特別会計分は一般会計分とみなしています。 

【累積効果額の考え方(単位：千円)】

１８年度比較の
人件費抑制額

586,533

累積額効果額 1,573,858 3,443,419

987,325

年　度

586,533
(▲９１人分)

586,533
(▲９１人分)

400,792
(▲８６人分)

400,792
(▲８６人分)

586,533

1,869,561

882,236
(▲１２８人)

586,533
(▲９１人分)

１９年度 ２０年度 ２１年度

当該年度の
適正化計画人員

▲９１人 ▲８６人 ▲１２８人

 



 - 13 -

  部局目標 

全体計画を部局単位で仕分けし、部局ごとの計画項目および効果額目標を定めます。

〔第４章（ｐ41）、第５章（ｐ45）を参照〕 

 

部局ごとの効果額目標等 

効果額目標(千円) 
部局名 

実 施 

項目数 一般会計(一般財源) 特別・企業会計(※) 

①総務部 ２１７，４６９ － 

 人件費抑制(※) 
４６

２，９０６，４７１ ４８９，４１３

②企画財政部(※) ３４６，８６３ － 

 市税増収 
６０

８８２，０００ － 

③市民部 ３５ １７４，７４１ １３４，４００

④健康福祉部 ５５ ３５５，７５６ ８１

⑤病院部 ５ ０ ３３２，７５０

⑥環境部 ２８ ７４３，９３５ － 

⑦産業部 ３３ ９７，４７９ １５９，３３２

⑧都市整備部 ４９ ７５１，５０１ ３１９，７６２

⑨消防局 ６ ２３２，０２６ － 

⑩水道局 (※)１９ ０ ２３４，１５４

⑪教育部 ５７ ２９８，４７６ － 

⑫文化部 １６ ４４，０２９ － 

⑬監査事務局 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

議会事務局 

５ ２，０９４ － 

合 計 

(効果額目標) 
４１４ ７，０５２，８４０ １，６６９，８９２

※「人件費抑制」欄は、総務部が総括管理する職員数の適正化と時間外勤務縮減に係る効果額推計
です。消防局と水道局の職員数の適正化に係る効果額は各々の部局効果額に含めています。 

※出納室は企画財政部に含めています。 
※水道局の「高松市水道事業基本計画（高松市水道ビジョン）」に定める経営改革の取組を、便宜上、

各実施項目に位置付けています。 
※「効果額目標」の「特別・企業会計」欄は、特別会計および企業会計内部の目標効果額を示します。 
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  個別目標 

ア 計画の各項目には、原則として、個別目標を設定します。 

イ 個別目標は、効果額等の定量的な目標のほか、定性的な目標により定めます。 

 

３ 計画項目の体系 

戦略的目標の達成状況を容易に把握するため、計画項目を次のように編成します。 

第１ 戦略的取組(財政健全化) 第２ 検討課題

1 資産・債務の改革 1 検討課題

 債務改善計画  検討課題

 未利用資産の売却・活用 第３ 実効性のある計画推進

 市税滞納対策 1 「新しい公共」を支える仕組づくり

 債権回収の取組 

 公会計の整備

 施設維持管理の適正化  地域コミュニティの育成

2 事務事業の改革 2 職員の意識改革と育成

 事務事業の改革(業務の総点検)  職員の意識改革

 外部委託等民間活力の導入  人材育成・能力開発

 業務の協働化  職員提案制度の活用

 業務の廃止 3 わかりやすい情報の提供

 施設の効率的運営および利用率等の向上  財政状況

 業務の電子化  人事・給与の状況

 契約等の見直し  外部委託業務の状況

 補助金等の見直し  行政コストの状況

 業務コストの抑制  外郭団体の組織・運営状況

 公共事業の見直し  その他関連情報

 受益者負担の適正化 4 評価・監視等の体制整備(第三者機関)

 収入増対策  指定管理者選定組織

 合併協議事項  行革取組結果・進捗状況の評価組織

3 定員・給与・組織の改革  事務事業の評価組織

 定員・給与の適正化  外部委託化後の業務監視組織

 組織機構の見直し 5 市民意識の把握と反映

4 外郭団体等の改革  市民意識調査

 外郭団体等の見直し  委託化業務調査

5 特別会計の改革  パブリック・コメントの運用

 特別会計の効率的運営 第４ 市民サービスの向上と業務の改善

6 企業会計の改革 1 市民サービスの向上と業務の改善

 企業会計の効率的運営  市民サービスの向上

 業務の改善

協働の推進と多様なパートナーシップ
の構築

 

【注】この表の「第１－１－」の区分が、実施項目一覧表の体系番号「１－１－１」に対応します。 
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４ 計画の進行管理 

 

  推進体制 

ア 庁内体制 

現行の庁内体制を継続し、総力を挙げて改革を推進します。 

 行財政改革推進本部を設置(市長を本部長とし、部局長等で構成)します。 

 各部局に行財政改革推進総括者を設置(部局長を充てる)します。この総括者

が部局計画の進行管理に当たります。 

 各所属に行財政改革推進責任者を設置(所属長
※

を充てる)します。 

※「所属長」とは、一般的に「課長」のことです。 
 

 各係に行財政改革推進員を設置(係長を充てる)します。 

イ 市民参加体制 

行財政改革は『市民ぐるみ』で進める必要があります。そのため、市民の皆さんへ

関連情報をわかりやすく提供し、改革や結果の評価に参加できる体制を備えます。 

 市民の目線から、行財政改革に係る提言や行政評価、改革の監視等を行う第

三者機関として、引き続き行財政改革推進委員会を設置します。 

なお、同委員会内に設置される部会は、この計画に沿って再編をします。 

 幅広い市民の皆さんにも関わっていただけるよう、市民意識調査や委託化業

務調査、パブリック・コメントなどを実施します。 

 

 進行管理 

ア 進行管理の基本 

 総括的な進行管理は、行財政改革推進本部が行います。 

ただし、後述の「イ 部局進行管理制」を導入し、各部局長の役割と責任を明

確にします。 
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 総括的な進行管理は年２回
※

行い、その結果は公表します。併せて、部局ごと

の取組状況も公表
※

します。 

※年２回の進行管理 
１回目 毎年９月末現在(中間報告) 
２回目 毎年度末現在(年度報告) 

※部局ごとの取組状況の公表は、「第６章 様式と参考資料（ｐ145）」参照 
 

 業務の総点検(事務事業評価)等の結果、民間活力の導入や嘱託化、協働化、電

子化等をすることが適当とした業務については、計画体系の該当項目へ登載
※

し、

その取組を実施します。 
※該当項目への登載 

① 「第２ 検討課題（ｐ31）」に掲げる計画項目も、対応の方向性を定めた時
点で、該当項目へ登載し、取組を実施します。 

② 職員提案で採択された提案のほか、外部監査の指摘などにより改善す
べき事項のうち、この計画へ登載して実施することを適当としたものも、同
様に扱います。 

 

 進行管理においては、改革の達成度を可能な限り数量評価します。 

また、未実施や未達成項目については、その原因と理由を分析し、次期の取組

方針を明確にするなど、計画目標の実行と達成を確実なものとします。 

 計画策定後の状況変化等に対応するため、計画項目等については、必要に応

じて、追加または変更等をします。 

 

イ 部局進行管理制
※

 

 計画の進行管理を確実なものとするため、計画全体を部局ごとに仕分けし、

各部局が責任をもって取組課題を進行管理する体制を採用します。 

これに伴い、「市民サービスの向上」および「業務の改善」の取組は、部局管

理とします。 

 この制度を機能させることで、健全な比較競争を促し、庁内での改革を活性

化させるとともに、職員の意識改革につなげます。 

※部局進行管理制 
この仕組みは、それぞれの行政分野を担当する部局ごとに計画内容を

仕分けすることで、市民の皆さんに対する情報提供をわかりやすいものと
し、行財政改革に対する理解を深めていただくことも目的とするものです。 

 



 - 17 -

 改革推進に対する評価 

 改革により顕著な成果を挙げた部局等については、その努力が報われるような配慮を

します。 
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